
【「健康保険被扶養者（異動）届」の添付書類】 
 

フジ日本健康保険組合 理事長 殿 

 

 

別居被扶養者への仕送りに関する誓約書 

 

 

 別居（別世帯）の家族である        の被扶養者認定の扱いにつきましては

下記のとおり誓約いたします。 

 

記 

 

1. 認定対象者         に対して、毎月   万円（５万円/人以上） 

を毎月末までに送金して、令和   年   月１０日（別居開始日の６か月後を

記入）までに、送金を証明できるもの（振込者（被保険者）、振込先（認定対象者）、

振込額、振込日記載の振込受領書写又は通帳写）を６か月分まとめてフジ日本健康

保険組合に提出いたします。 

 

2．７か月目以降は別居での扶養が続く限り仕送りを行い、毎年行う被扶養者調査用に 

上記 1．の確認書類を保管します。 

 

3. 誓約書を提出後、変更が生じた場合には早急に連絡し、手続きの確認を行います。 

 

4. 仕送りが出来なくなり生計維持が困難になった場合は、速やかに扶養削除手続きを

行います。 

 

5. 扶養削除の届出を失念し、仕送りが出来なかった以降に貴組合の保険を使用した場

合や保険給付金を受領した場合は全額返納することに異議申し立ては行いません。 

 

以上 

 

 

令和   年    月    日 

 

被 保 険 者   記号      番号       

 

 

被 保 険 者 氏 名     （自筆）                


